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愛知県福祉局高齢福祉課
地域包括ケア・認知症施策推進室

令和3年度認知症対策研究・支援事業「愛知県委託事業」
介護保険事業所と地域資源との連携推進に係る研修会
令和３年10月22日（金）

愛知県の認知症施策と
地域資源についての情報提供

○高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加の見込み

2040年に認知症の人は65歳以上の約４人に１人へ
認知症高齢者数の推計 全国約953万人 愛知県約54.6万人

認知症は、
誰もがなる
可能性が
ある
身近な病気

認知症の人の将来推計
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高齢者と認知症の有病率
年齢とともに認知症有病率は高くなる

２＜厚生労働省資料より引用＞
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県内54市町村の人口規模と高齢化率（2020年4月1日現在）

資料:あいちの人口（月報） ２

県高齢化率24.9％

愛知県の認知症施策

あいちオレンジタウン構想 愛知県認知症施策推進条例

３

2017年9月に策定

認知症対策のより一層の推進を
目的とし、「認知症に理解の深い
まちづくり」の先進モデルをめざ

すための取組を示すもの

2018年12月に制定

認知症の人やその家族が安心し
て暮らせる地域社会の実現の目指
して、都道府県としては初となる
認知症施策の推進に係る条例

名称＼年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023

あいちオレンジタウン構
想

第１期アクションプラン
（2017.9～2020）

第２期アクションプラン
(2021～2023）

認知症施策推進大綱
（国）

（認知症施策推進総合戦
略：新オレンジプラン）

目標設定期間（～2025）
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市町村の役割
 地域の実情に応じ、認知
症の人が可能な限り住み
慣れた地域で自立した日
常生活を営むことができ
るよう、総合的な支援を
実施

市町村の役割
 地域の実情に応じ、認知
症の人が可能な限り住み
慣れた地域で自立した日
常生活を営むことができ
るよう、総合的な支援を
実施

県の責務
認知症施策を総合的に策定し実施
市町村が実施する認知症施策を支援

県の責務
認知症施策を総合的に策定し実施
市町村が実施する認知症施策を支援

県民の役割
 認知症に関する知識及び理解を
深める

 認知症予防に向けた取組を行う
 県、市町村が実施する施策への
協力

県民の役割
 認知症に関する知識及び理解を
深める

 認知症予防に向けた取組を行う
 県、市町村が実施する施策への
協力

事業者の役割
従業者が認知症に関する知識及び理解
を深めるために必要な教育の実施

認知症の人に配慮したサービスの提供
認知症の人及びその家族が働きやすい
環境の整備、雇用継続の配慮

県、市町村が実施する施策への協力

事業者の役割
従業者が認知症に関する知識及び理解
を深めるために必要な教育の実施

認知症の人に配慮したサービスの提供
認知症の人及びその家族が働きやすい
環境の整備、雇用継続の配慮

県、市町村が実施する施策への協力

愛知県認知症施策推進条例
（2018年12月）

認知症の人やその家族が
安心して暮らすことので
きる地域社会の実現を目

指して

愛知県認知症施策推進条例（2018年12月制定）

地域で暮らし、学び、働く人々が、「認知症に理解の深いまちづくり」に「じぶんごと」 として取り組む社会の実現基本理念

○国立長寿医療研究センターをはじめ、認知症に関係する保健・医療・福祉の専門機関が集積

する「あいち健康の森」を中心として、その周辺地域が一体となって「認知症に理解の深いまち

づくり」の先進モデルを目指す。 取組を全県に波及し、認知症施策の加速化を図るもの。

○オレンジタウン構想の更なる推進を図り、新たに行う先進的・重点的な取組を全県へ

波及させるため「第２期アクションプラン」を2020年12月に策定しました。

7

あいちオレンジタウン構想の推進
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あいちオレンジタウン構想の推進

第2期アクションプラン（計画
期間：2021～2023年度）では、
7つの柱に沿って取組を実施

○ 2015（平成27）年に「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）を策定し、認知症の人
の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが出来る社会の実現に向けた取組みを進めてきた。

○ 2018（平成30）年12月には、認知症に係る諸問題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的に対策を推進することを
目的として「認知症施策推進関係閣僚会議」が設置され、昨年６月18日に「認知症施策推進大綱」が取りまとめられた。

④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の
人への支援・社会参加支援

⑤ 研究開発・産業促進・国際展開

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

【基本的考え方】
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を
重視しながら｢共生｣と｢予防｣※を車の両輪として施策を推進

① 普及啓発・本人発信支援

② 予防

※1 「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きるという意味
※2  「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味

・企業・職域での認知症サポーター養成の推進
・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開 等

・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充
・エビデンスの収集・普及 等

・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化
・家族教室や家族同士のピア活動等の推進 等

・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり
・企業認証・表彰の仕組みの検討
・社会参加活動等の推進 等

・薬剤治験に即応できるコホートの構築 等

具体的な施策の５つの柱

○ 認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人
が認知症になることなども含め、多くの人にとって身
近なものとなっている。

○ 生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、
周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って前
を向き、力を活かしていくことで極力それを減らし、
住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮ら
し続けることができる社会を目指す。

○ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の
予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持
等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が
示唆されていることを踏まえ、予防に関するエビデン
スを収集・普及し、正しい理解に基づき、予防を含め
た認知症への「備え」としての取組を促す。結果とし
て70歳代での発症を10年間で1歳遅らせることを目指
す。また、認知症の発症や進行の仕組みの解明や予防
法・診断法・治療法等の研究開発を進める。

コンセプト

認知症施策推進大綱（概要）（令和元年６月１８日認知症施策推進関係閣僚会議決定）

認知症施策推進大綱について

認
知
症
の
人
や
家
族
の
視
点
の
重
視

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00002.html
６
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新オレンジプランと「認知症施策推進大綱」の比較

７

認知症施策推進大綱
介護サービスに関する記述

８

３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

＜厚生労働省資料＞

認知症医療・介護等に携わる者は、認知症の人を個性、想い、
人生の歴史等を持つ主体として尊重し、できる限り各々の意思や
価値観に共感し、できないことではなく、できることやできる可能性
のあることに目を向けて、本人が有する力を最大限に活かしながら、
地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続で
きるよう、伴走者として支援していくことが重要である。
このような本人主体の医療・介護の原則は、その提供に携わるす

べての者が、認知症の人が置かれた環境の下で、認知症の類型や
進行段階を十分理解し、容態の変化に応じた全ての期間を通じ
て共有すべき基本理念であることを改めて徹底し、医療・介護等の
質の向上を図っていく。
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認知症施策推進大綱
介護サービスに関する記述

９

○ 介護現場の能力を高め、介護で対応できる範囲を拡げるため
には、精神科や老年科等の専門科による 医療の専門性を活かし
た介護サービス事業者等への後方支援と 調整機能が重要である 。
具体的には、精神科病院等が介護事業所等と連携し、あるいは地
域のネットワークに加わり、介護職員や家族、一般診療科の医師等
からの相談に専門的な助言を行ったり、通院や往診等により適切な
診断・治療を行ったりすることが必要である。

＜厚生労働省資料＞

３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
（３）介護サービス基盤整備・介護人材確保・介護従事者の認

知症対応力向上の促進

認知症施策推進大綱
介護サービスに関する主なKPI／目標

10

３ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

〇 医療・介護従事者向けの認知症に関する各種研修における、
意思決定支援に関するプログラムの導入率100％

＜厚生労働省資料＞
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認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援

○認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
（2018年6月 厚生労働省策定）より

人的・物的環境の整備

◎意思決定支援者の態度

（本人意思の尊重、安心感ある丁寧な態度、家族関係・生活史の理解 など）

◎意思決定支援者との信頼関係、立ち会う者との関係性への配慮

（本人との信頼関係の構築、本人の心情、遠慮などへの心配り など）

◎意思決定支援と環境

（緊張・混乱の排除、時間的ゆとりの確保 など）

意思決定支援のプロセス の 記録、確認、振り返り

日常生活・社会生活等における意思決定支援のプロセス

意思形成支援：適切な情報、認識、環境の下で意思が形成されることへの支援

意思表明支援：形成された意思を適切に表明・表出することへの支援

意思実現支援：本人の意思を日常生活・社会生活に反映することへの支援

各
プ
ロ
セ
ス
で
困
難
・
疑
問

が
生
じ
た
場
合
は
、
チ
ー
ム

で
の
会
議
も
併
用
・
活
用

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212395.html 14

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
（厚生労働省 2018年6月）

11
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指導者研修

実践リーダー研修

実践者研修

基礎研修（介護職員等）

都道府県・指定都市

都道府県・指定都市

都道府県・指定都市

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

認知症介護実践研修の
企画立案、介護の質の
改善に対する指導者役

事業所内のケアチーム
における指導者役

認知症介護の理念、
知識及び技術の修得

認知症介護に関する基礎
的な知識及び技術を修得

都道府県・指定都市が認知症
介護研究・研修センターに委託

認知症介護について１０年以上の
現場実践を経ている者であって、実
践リーダー研修を修了している者

概ね５年以上の現場経験を有し
ており、実践者研修受講後１年

以上経過した者

現場経験概ね２年程度の者

介護に直接携わる職員のうち医療・
福祉関係の資格を有さない者等

研修の目的

【認知症介護研修の概要について】 受講要件

認知症介護研修の概要について

地域での切れ目のないサービスの提供のための認知症ケアパスの活用

愛知県 2020年度認知症のケアパス活用状況54/54市町村＝100％ ＜厚生労働省資料に追記＞
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配置場所 地域包括支援センター等
診療所、病院、認知症疾患医療センター、市町村の本庁

【対象者】
40歳以上で、在宅で生活しており、かつ
認知症が疑われる人又は認知症の人で
以下のいずれかの基準に該当する人

◆ 医療･介護サービスを受けていない人、
または中断している人で以下のいずれかに
該当する人

（ア）認知症疾患の臨床診断を受けていない人
（イ）継続的な医療サービスを受けていない人
（ウ）適切な介護保険サービスに結び付いていない人
（エ）診断されたが介護サービスが中断している人

◆ 医療･介護サービスを受けているが
認知症の行動・心理症状が顕著なため、
対応に苦慮している

医療と介護の専門職
（保健師、看護師、作業療法士、
精神保健福祉士、社会福祉士、
介護福祉士等）

専門医
（認知症サポート医嘱託可）

認知症初期集中支援チームのメンバー

複数の専門職が、家族の訴え等により
認知症が疑われる人や認知症の人及び
その家族を訪問し、アセスメント、家族
支援等の初期の支援を包括的･集中的
（おおむね６ヶ月）に行い、自立生活の
サポートを行うチーム

認知症初期集中支援チーム

＜愛知県＞ ２０１８（平成３０）年４月から、５４市町村すべてに設置
２０２１年４月現在 県内で９７チーム、５３６名が活動。

＜厚生労働省資料に追記＞ 15

愛知県 認知症初期集中支援チーム設置状況 その①

設置年度 2014 2015 2016 2017 2018 計

市町村数 2 6 9 12 29 54

県内全市町村で設置済
（ 2018年度～）

19

認知症初期集中支援チームの設置状況 2021.4.1現在

市町村名 設置数 員数計 市町村名 設置数 員数計 市町村名 設置数 員数計 市町村名 設置数 員数計

名古屋市 29 106 蒲 郡 市 1 23 豊 明 市 1 11 大 治 町 1 3

豊 橋 市 1 3 犬 山 市 1 3 日 進 市 1 4 蟹 江 町 1 8

岡 崎 市 1 16 常 滑 市 1 12 田 原 市 1 5 飛 島 村 1 4

一 宮 市 1 9 江 南 市 3 6 愛 西 市 1 5 阿久比町 1 3

瀬 戸 市 7 26 小 牧 市 1 3 清 須 市 1 5 東 浦 町 1 9

半 田 市 1 7 稲 沢 市 1 3 北名古屋市 1 4 南知多町 1 11

春日井市 1 4 新 城 市 2 8 弥 富 市 1 4 美 浜 町 1 9

豊 川 市 1 3 東 海 市 1 3 みよし市 1 52 武 豊 町 1 4

津 島 市 1 13 大 府 市 1 3 あ ま 市 1 5 幸 田 町 1 8

碧 南 市 1 4 知 多 市 1 11 長久手市 1 4 設 楽 町 1 3

刈 谷 市 6 12 知 立 市 1 3 東 郷 町 1 8 東 栄 町 1 2

豊 田 市 1 4 尾張旭市 1 8 豊 山 町 1 4 豊 根 村 1 6

安 城 市 1 7 高 浜 市 1 21 大 口 町 1 4 合　　計 97 536

西 尾 市 1 20 岩 倉 市 2 4 扶 桑 町 1 6
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認知症初期集中支援チームの活動実績調査

〇調査名：認知症初期集中支援チームのチーム毎の活動実績
［国調査：令和２年度及び令和３年度当初認知症総合支援事業等実施状況調べの1項目］

○調査時期：2021年６月～7月

〇調査対象：2020年度における県内54市町村

97認知症初期集中支援チームの活動実績

〇回答率 ：100％(54市町村/54市町村)

〇結果概要（暫定値）

・初期集中支援チームにおける訪問実人数
⇒ 県合計 1,127件（国大綱ＫＰＩ県換算 2,109件の53％）

・医療・介護サービスにつながった者の割合

⇒ 県平均 83％（国大綱のＫＰＩ 65％を上回る）

20

● 身近なかかりつけ医が認知症に対する対応力を高め、必要に応じて適切な医療機関に繋ぐことが重
要。かかりつけ医の認知症対応力を向上させるための研修や、かかりつけ医の認知症診断等に関する
相談役等の役割を担う認知症サポート医の養成を進める。さらに、関係学会における認知症に関する
専門医、認定医等について、数値目標を定めて具体的に養成を拡充するよう、関係各学会等と協力し
て取り組む。【厚生労働省】

【事業名】 かかりつけ医等の対応力向上研修、認知症サポート医の養成研修事業
【実績と目標値】
［新プラン］かかりつけ医 ：2020年度末 7.5万人 ⇒ ［大綱］2025年度末 9.0万人

認知症サポート医：2020年度末 1万人 ⇒ 2025年度末 1.6万人

・早期段階での発見・気づき
・専門医療機関への受診誘導

・一般患者として日常的な身体疾患対
応
・家族の介護負担、不安への理解

かかりつけ医

・かかりつけ医研修の企画立案・講師

・かかりつけ医の認知症診断等に関す
る相談役・アドバイザー

・地域医師会や地域包括支援センター
との連携づくりへの協力

・認知症医療に係る正しい知識の普及
を推進

認知症サポート医
相談

助言

早期診断・早期対応のための体制整備＜かかりつけ医・認知症サポート医等＞
認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護サービス等の提供

認知症施策推進大綱（認知症サポート医関係）

21
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○認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医等への助言支援を行
い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役

認知症サポート医の配置状況

※ 愛知県・愛知県医師会・名古屋市医師会のホームページにて、研修修了者名簿を公開
22

○認知症サポート医市町村別受講状況　　　　　　 2021.3.31現在

市町村名 市町村名 市町村名 市町村名

名古屋市 147 蒲郡市 10 豊明市 6 大治町 1

豊橋市 16 犬山市 8 日進市 13 蟹江町 4

岡崎市 19 常滑市 10 田原市 4 飛島村 3

一宮市 30 江南市 5 愛西市 2 阿久比町 5

瀬戸市 9 小牧市 12 清須市 5 東浦町 4

半田市 16 稲沢市 16 北名古屋市 4 南知多町 3

春日井市 15 新城市 7 弥富市 2 美浜町 7

豊川市 25 東海市 21 みよし市 4 武豊町 1

津島市 6 大府市 10 あま市 9 幸田町 1

碧南市 17 知多市 5 長久手市 3 設楽町 4

刈谷市 10 知立市 4 東郷町 4 東栄町 1

豊田市 19 尾張旭市 5 豊山町 0 豊根村 1

安城市 10 高浜市 12 大口町 3 国立長寿研 38

西尾市 10 岩倉市 10 扶桑町 4 合計 620

養成数 養成数 養成数 養成数

認知症疾患医療センター
認知症の専門医療相談、診断、身体合併症と行動・心理症状（BPSD)への対応、地域連携の推進などを
実施している医療機関です。医療相談室が設置され、専門医の他、精神保健福祉士等の専門職が配置さ

れています。

病院名 住所 電話

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 大府市森岡町七丁目430番地 0562-87-0827

社会医療法人財団新和会 八千代病院 安城市住吉町二丁目2-7 0566-33-5556

社会医療法人杏嶺会 いまいせ心療センター 一宮市今伊勢町宮後字郷中茶原30 0586-80-0647

医療法人松崎病院 豊橋こころのケアセンター 豊橋市三本木町字元三本木20-1 0532-45-1372

医療法人宝会 七宝病院 あま市七宝町下田矢倉下1432 052-443-7900

医療法人晴和会 あさひが丘ホスピタル 春日井市神屋町字地福1295-31 0568-88-0959

学校法人愛知医科大学 愛知医科大学病院 長久手市岩作雁又1-1 0561-78-6247

医療法人生生会 まつかげシニアホスピタル 名古屋市中川区打出二丁目347 052-352-4165

医療法人八誠会 もりやま総合心療病院 名古屋市守山区町北11-50 052-795-3560

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 名古屋市西区栄生二丁目26-11 052-551-2802

医療法人資生会 八事病院 名古屋市天白区塩釜口一丁目403 052-832-2181

医療法人明心会 仁大病院 豊田市猿投町入道3番地5 0565-45-0110

岡崎市民病院 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 0564-66-7474

医療法人済衆館 済衆館病院 北名古屋市鹿田西村前111 0568-21-0811

新城市民病院 新城市字北畑32-1 0536-22-2171
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若年性認知症とは

○65歳未満で発症した認知症
○発症年齢の若さにより、仕事や家事、
子育て等に影響を与え、経済的な面でも
負担が大きくなることが想定される
○全国に3.57万人（有病率：18歳～64歳
人口10万人当たり50.9人）と推計

○約６割が発症時点に就労していたが、
うち約７割が調査時点で退職。
*日本医療研究開発機構（AMED）認知症研究開発事業

若年性認知症の調査 2017年度～2019年度に実施

18

愛知県若年性認知症総合相談支援センター

愛知県の推計 約2,２00人

勤務先や関係機関からの相談
にも、対応します。

＜愛知県＞ ２０１８（平成３０年）４月 ５４市町村すべてに設置
２０２１年４月現在 ３０３名が地域支援推進員として活動中

認知症
地域支援推進員

【配置先】
○地域包括支援センター
○市町村本庁
○認知症疾患医療センター
など

●病院・施設等における処遇困難事例の検討及び個別支援
●介護保険施設等の相談員による、在宅で生活する認知症の人や家族に対する
効果的な介護方法などの専門的な相談支援

●「認知症カフェ」等の開設
●認知症多職種協働研修の実施
●社会参加活動のための体制整備 （※拡充）
・市町村が適当と認めた者による農業、商品の製造・販売、食堂の運営、
地域活動等の社会参加に対する支援

・専門家を派遣する等、利用者に対する技術・助言
・マルシェ等イベントの開催支援 など

関係機関と連携した事業の企画・調整

●関係機関との連携体制の構築
●認知症ケアパスの作成・普及 等

医療・介護等の支援ネットワーク構築

●認知症の人や家族等への相談支援

●「認知症初期集中支援チーム」との連携等による必要なサービスが認知症
の人や家族に提供されるための調整

相談支援・支援体制構築

市町村

協働

【推進員の要件】
①認知症の医療や介護の専門的知識及び
経験を有する医師、保健師、看護師、作業
療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士
②①以外で認知症の医療や介護の専門的
知識及び経験を有すると市町村が認めた者

＜厚生労働省資料に追記＞ 16

認知症地域支援推進員医療と介護を
つなぐ要役
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○ 医師会・市町村・地域包括支援センター・
認知症疾患医療センターにてお配りしています。

○ 愛知県ホームページからダウンロードできます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikihoukatu/nintisyou.html

14

＜認知症対策研究・支援事業＞
認知症に早期に気づき、相談につながるための

認知症チェックリスト

認知症に関連する社会資源についての情報

認知症介護研修
○愛知県のホームページ
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikihoukatu/00000820
62.html

県内の認知症疾患医療センター

○愛知県のホームページ
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikihoukatu/ninnchisho
-shikkan-iryou-center.html
○名古屋市のホームページ
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/000004350
5.html

県内の認知症サポート医

○愛知県医師会のホームページ
https://www.aichi.med.or.jp/webcms/wp-
content/uploads/2019/04/02_sapotoi.pdf
○名古屋市医師会のホームページ
http://ishikai.nagoya/citizen/file/sptdr_list.pdf

県内の地域包括支援センター ○あいち地域包括ケアポータルサイト
https://www.aichi-chiikihoukatu-portal.jp/centers/
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